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内

閣

府

○

令
第
十
号

厚
生
労
働
省

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一

条
の
二
第
三
項
及
び
第
五
十
一
条
の
三
十
一
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

第
一
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令

第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
届
出
）

（
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
届
出
）

第
三
十
四
条
の
二
十
八

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
十
八

（
略
）

２

指
定
事
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ

２

指
定
事
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
一

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
一

条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
厚
生
労
働
大
臣
等
に
届
け
出

条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
厚
生
労
働
大
臣
等
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
が
前
項
第
一
号
に

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
事
項
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
若
し

く
は
中
核
市
の
市
長
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
が
行
う
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め

る
事
項
又
は
第
三
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
、
当
該
指
定
事
業
者
等
（
の
ぞ
み
の
園
の
設
置
者
を
除
く
。
）
か
ら
第
三

十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
の
届
出
を
受

け
た
こ
と
に
よ
り
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
事
実
の
確
認
に
支

障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
届
出
又
は
届
出

書
の
記
載
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護
又
は
行
動
援
護

第
三
十
四

（
新
設
）

条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

二

療
養
介
護

第
三
十
四
条
の
八
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

三

生
活
介
護

第
三
十
四
条
の
九
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

四

短
期
入
所

第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

五

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援

第
三
十
四
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
に
掲

（
新
設
）

げ
る
事
項

六

自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）

第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
に
掲

（
新
設
）

げ
る
事
項

七

自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）

第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
項
第
二
号
に
掲

（
新
設
）

げ
る
事
項

八

就
労
移
行
支
援

第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）
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九

就
労
継
続
支
援
Ａ
型

第
三
十
四
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

（
新
設
）

事
項

十

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

第
三
十
四
条
の
十
八
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

（
新
設
）

事
項

十
一

就
労
定
着
支
援

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

（
新
設
）

る
事
項

十
二

自
立
生
活
援
助

第
三
十
四
条
の
十
八
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

（
新
設
）

る
事
項

十
三

共
同
生
活
援
助

第
三
十
四
条
の
十
九
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事

（
新
設
）

項

３

（
略
）

３

（
略
）

（
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
届
出
）

（
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
届
出
）

第
三
十
四
条
の
六
十
二

（
略
）

第
三
十
四
条
の
六
十
二

（
略
）

２

指
定
相
談
支
援
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更

２

指
定
相
談
支
援
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更

が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
第

が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
第

五
十
一
条
の
三
十
一
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
厚
生
労
働
大
臣

五
十
一
条
の
三
十
一
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
厚
生
労
働
大
臣

等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
が
前

等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
、
指
定

都
市
若
し
く
は
中
核
市
の
市
長
又
は
市
町
村
長
が
、
当
該
指
定
相
談
支
援
事

業
者
か
ら
第
三
十
四
条
の
五
十
八
第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
の
六
十
第
一
項

の
届
出
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
確
認
に
支

障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
届
出
又
は
届
出

書
の
記
載
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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第
二
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改

正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
届
出
）

（
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
届
出
）

第
三
十
四
条
の
二
十
八

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
十
八

（
略
）

２

指
定
事
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ

２

指
定
事
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
一

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
一

条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
厚
生
労
働
大
臣
等
に
届
け
出

条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
厚
生
労
働
大
臣
等
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
が
前
項
第
一
号
に

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
が
前
項
第
一
号
に

掲
げ
る
事
項
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
若
し

掲
げ
る
事
項
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
若
し

く
は
中
核
市
の
市
長
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

く
は
中
核
市
の
市
長
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
が
行
う
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め

業
者
が
行
う
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め

る
事
項
又
は
第
三
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

る
事
項
又
は
第
三
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
、
当
該
指
定
事
業
者
等
（
の
ぞ
み
の
園
の
設
置
者
を
除
く
。
）
か
ら
第
三

て
、
当
該
指
定
事
業
者
等
（
の
ぞ
み
の
園
の
設
置
者
を
除
く
。
）
か
ら
第
三

十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
の
届
出
を
受

十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
の
届
出
を
受

け
た
こ
と
に
よ
り
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
事
実
の
確
認
に
支

け
た
こ
と
に
よ
り
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
事
実
の
確
認
に
支

障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
届
出
又
は
届
出

障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
届
出
又
は
届
出

書
の
記
載
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

書
の
記
載
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

就
労
選
択
支
援

第
三
十
四
条
の
十
五
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

（
新
設
）

事
項

九
～
十
四

（
略
）

八
～
十
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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附

則

こ
の
命
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
四
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


